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一般社団法人 日本マリン事業協会 

会費及び入会金納付規則 

 

（適 用） 

第１条 一般社団法人日本マリン事業協会(以下「協会」という。)定款第９条第１

項の規定に基づき本規則を定める。 

（正会員の会費） 

第２条 正会員の会費は年額をもって定める。 

２ 正会員の会費は、第３条から第６条に規定する、定額会費、資本金別会費、舟

艇関連事業（舟艇、舟艇用機関及び舟艇関連部品（輸入品及び中古品を含む。）

の製造業、整備業及び販売業並びにこれらに関連する事業をいう。以下同じ。）

規模別会費及び舟艇関連事業国内売上高規模別会費の合計金額とする。 

（定額会費） 

第３条 正会員の定額会費は、正会員の種別毎に次に掲げるとおりとする。 

 

正会員の種別 定 額 会 費 

理     事 ４０万円 

その他の正会員 １０万円 

（資本金別会費） 

第４条 資本金別会費は前年度末の払込資本金額に応じ区分し、次のとおりとする。 

区分 払込資本金額 資本金別会費金額 

Ａ ５００億円以上 ６０万円 

Ｂ ２００億円以上５００億円未満 ４０万円 

Ｃ １００億円以上２００億円未満 ３０万円 

Ｄ ５０億円以上１００億円未満 ２０万円 

Ｅ １０億円以上５０億円未満 １５万円 

Ｆ ５億円以上１０億円未満 １０万円 

Ｇ １億円以上５億円未満 ５万円 

Ｈ １億円未満 ２万円 

Ｒ－０２ 
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（舟艇関連事業規模別会費） 

第５条 舟艇関連事業規模別会費は、直近５年間の舟艇関連事業の規模（輸出を含

む舟艇関連事業総売上高をいう。）の年間平均に応じて区分し、区分毎に次に掲

げる金額とする。 

  

区分 舟艇関連事業の規模 舟艇関連事業規模別会費 

Ａ ６００億円以上 ８００万円 

Ｂ ５００億円以上６００億円未満 ５７５万円 

Ｃ ４００億円以上５００億円未満 ４００万円 

Ｄ ３００億円以上４００億円未満 ３２５万円 

Ｅ ２００億円以上３００億円未満 ２５０万円 

Ｆ １５０億円以上２００億円未満 ２００万円 

Ｇ １００億円以上１５０億円未満 １５０万円 

Ｈ ５０億円以上１００億円未満 １００万円 

Ｉ １０億円以上５０億円未満 ６０万円 

Ｊ ５億円以上１０億円未満 ２０万円 

Ｋ ２億円以上５億円未満 １０万円 

Ｌ ２億円未満 ５万円 

 

２ 前項の各会員の該当区分については、５年毎に見直しするものとする。 

 

（舟艇関連事業国内売上高規模別会費） 

第６条 舟艇関連事業国内売上高規模別会費は、指定商品（モーターボート（以下、

次項において「ＭＢ」という。）、水上オートバイ（以下、次項において「ＰＷ

Ｃ」という。）、船外機（以下、次項において「ＯＢ」という。）及びその他の

商品の４種をいう。以下同じ。）毎の直近２年間の国内販売実績の平均年間売上

高を基準に算定する。 

２ 舟艇関連事業国内規模別会費の額は、以下の計算式により算出するものとする。 

   舟艇関連事業国内売上高規模別会費 ＝ 算定基準値（ａ）ｘ 定数（ｋ） 

この場合において、算定基準値（ａ）は、前項の指定商品毎の直近２年間の国
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内販売実績の平均年間売上高に、指定商品に応じて、次に掲げる係数を乗じた数

値の合計をいう。また、定数ｋについては、５年毎に理事会において決定する。 

 

 

 

指 定 商 品 係   数 

Ｍ Ｂ １．０ 

Ｐ Ｗ Ｃ ０．５ 

Ｏ Ｂ ０．５ 

その他の商品 ０．２ 

 

３ 前項の規定にかかわらず、前項の計算式により算出された額が５万円を下回る

場合の舟艇関連事業国内売上高規模別会費は５万円とする。 

４ 第２項の計算において、1，０００円未満の端数は、これを切上げるものとす

る。 

（正会員の販売子会社の扱い） 

第７条 正会員の販売子会社である正会員の会費については、第２条の規定にかか

わらず、売上高に関し親会社である正会員との重複を避けるなど、実情を勘案し

て会費の年額を決定するものとする。 

（賛助会費） 

第８条 賛助会員は毎年１０万円／１口の会費を１口以上納付するものとする。

（地区活動費） 

第９条 正会員又は賛助会員の本店又は主たる事務所以外の支店、営業所、事務所

等の活動拠点(以下、「事業所等」という。)が地区活動に参加する場合は、第２

条から第７条又は前条の規定に基づく会費に加えて、地区活動に参加する事業所

等ごとに３万円の地区活動費を別途請求することができるものとする。 

（会費の決定及び通知） 

第１０条 正会員の会費の額については、毎年度通知する。 

 ２ 賛助会員の会費については、毎年度当初に、協会事務局より請求するものとす

る。 
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（入会金） 

第１１条 正会員及び賛助会員は、入会時に次に掲げる入会金を納付するものとす

る。 

 

 

会 員 の 種 別 入 会 金 

正 会 員 １５万円 

賛 助 会 員 ５万円 

 

２ 会員資格を上位の資格に変更（賛助会員から正会員への変更等）する場合は、

入会金の差額を資格変更と同時に納付するものとする。 

３ 会員資格を下位の資格に変更（正会員から賛助会員への変更等）の場合は、入

会金の差額は返還しないものとする。 

（会費の納付） 

第１２条 正会員及び賛助会員は、会費を一括して、又は２回に分割して納付する

ことができる。 

２ 会計年度の途中に新規に加入した正会員又は賛助会員は、正会員にあっては、

第２条から第７条の規定に基づく会費を、また賛助会員にあっては、第８条の規

定に基づく会費を、入会時に一括して納付するものとする。 

３  第１項の規定に基づき正会員又は賛助会員が会費を一括して納付する場合は、

第１０条の規定に基づき協会から通知又は請求があった後、２ヶ月以内に納付す

ることを原則とする。 

４ 正会員又は賛助会員が会費を２回に分割して納付する場合は、第１０条の規定

に基づき協会から通知又は請求があった後 1ヶ月以内に半額を、また残額を１０

月末までに納付するものとする。 

５ 会計年度の途中に会員資格を変更した場合の会費の取り扱いについては、第１

１条第２項及び第３項を準用する。この場合において、入会金を会費と読み替え

るものとする。 

６ 納付された会費及び入会金並びに第９条に規定する地区活動費は、理由のいか

んにかかわらず、返還しないものとする。 
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（臨時会費） 

第１３条 特別の事由により全会員から臨時に会費を徴収する場合は、総会の決議

によるものとする。 

（変更又は廃止) 

第１４条 この規則の変更又は廃止は、総会の決議によって行う。 

（補 則) 

第１５条 この規則の実施に関し必要な事項は、会長が理事会の承認を得て、別に

定めることができる。 

 

 

附  則 

（施行日） 

第１条 この規則は、平成２５年５月３１日から施行し、平成２５年度分から適用

する。 

（経過措置） 

第２条 第５条第２項の規定にかかわらず、同条第１項の各会員の該当区分につい

ては、平成２８年度までは、なお従前の例によるものとし、同条第２項の該当区

分の見直しの第１回目の適用時期は、平成２９年度とする。 

第３条 第６条第２項の規定にかかわらず、平成２８年度までは、定数（ｋ）の値

は、１０００分の２．５とする。 

 

附  則 

（施行日） 

第１条 この規則の変更は、平成２８年５月３０日から施行し、平成２８年度から

適用する。 

 

附  則（追加） 

（施行日） 

第１条 この規則は、平成２９年６月１２日から施行し、平成２９年度から適用す

る。  
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附  則 

（施行日） 

第１条 この規則の変更は、令和５年４月１日から施行する。 

 


